
作業部会の目的及び役割

• 基本的方向性の決定

• 分科会にて担当する検討事項の整理、検討結果の承認

• 骨子の策定

*1：現行ガイドラインの要求事項の構成を確認し、記載すべき文書・記載内容のレビューを実施
（例: 改訂版ガイドラインにおいては原則を提示。詳細及び例外的取扱いは、中央事務局が策定する「運用指針（仮称）」として、審査及び判
定の手引きに記載等）
*2：現行の要求事項（環境経営システム：13項目、環境活動レポート：2項目）の整理や、取組のスパイラルアップのための工夫の検討
（例：重点を明示した、より取り組みやすいガイドラインの策定等）。
*3：IS発行後に討議
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課 題 討議の方向性

作業部会における討議事項（案）

討議事項1. 改訂の方向性 ‒ 現行ガイドラインと審査及び判定の
手引きの構成における基本的な方向性*1

討議事項5. 改訂版ISO14001 の比較・検討*3 5. 改訂版ISO14001 等との比較及び必要な要素の追加等（例：経
営活動（事業戦略・リスク管理）とのより強固なリンク）

1. 現行ガイドラインと審査及び判定の手引き（中央事務局策定）の
文書の方向性や構成のレビュー（誰のための、何のためのガイド
ラインか確認）

4. 要求事項の内容の見直し・優先順位づけ

討議事項6. 各分科会での検討結果及び今後の検討事項の整理 6. 検討結果及び今後の検討事項の確認

討議事項4. ガイドラインにおける要求事項の内容の整理*2

討議事項2. ガイドライン各章（特に序章・第1章）の構成に係る
整理・検討

2. 読み手（事業者）の立場から構成・内容の見直し

討議事項3. ガイドラインの内容の構成に係る整理・検討 3. 解説・要求事項、それぞれの項目の位置づけに係る検討

• 事業者の負担を軽減する
• 事業者がメリットを実感できるようにする
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討議事項2：ガイドライン各章の構成に係る整理・検討‐1

現行ガイドライン構成 改訂版ガイドライン構成（案）

序章 EA21の改訂にあたって

第2章 EA21認証・登録制度の概要

第3章 環境経営システム

第4章 環境活動レポート

第5章 環境への負荷の自己チェックの手引き

第6章 環境への取組の自己チェックの手引き

別表1 環境への負荷の自己チェックシート

別表2 環境への取組の自己チェックシート

参考1 主な環境関連法規

参考2 用語の説明

第1章 EA21ガイドライン2009年版の概要

第〇章 環境経営システム

第〇章 環境活動レポート

第〇章 環境への負荷の自己チェックの手引き

第〇章 環境への取組の自己チェックの手引き

別表〇 環境への負荷の自己チェックシート

別表〇 環境への取組の自己チェックシート

主な環境関連法規

用語の説明

EA21認証・登録制度：運用の仕組み ※詳細部分は運用指針へ

※不要？

第〇章 EA21の取組のすすめ

• ガイドラインの章立ての再構成
• 読み手（事業者）の立場から構成・内容の見直し

2009年版との相違点

EA21認証・登録制度 ※関係機関等の概要のみ紹介、
仕組みは最後に配置？

※別資料として作成？
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討議事項2：ガイドライン各章の構成に係る整理・検討‐2
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第〇章 EA21の取組のすすめ（案）

2. EA21取組のメリット（例）
【社内】

• 環境情報の社内での共有による、社内マネ

ジメントレベル/活動の向上

• 自社の立ち位置の社会的理解

• 工程ロス管理によるコスト削減

• 環境に関連した経営に資する情報の獲得

（自社のパフォーマンスレベル・立ち位置）

• 他の届出・報告制度との互換性

• 入札の加点評価

【社外】

• EA21認証事業者同士の交流・ネットワーク

• 環境コミュニケーションによるブランド向上

1. EA21の認証・登録制度

中央事務局

審査人

環境省

地域事務局

事業者

取組全体としての
メリットの打ち出し

分かりやすい
事業者向け

制度の概要説明



討議事項3：
ガイドラインの内容の構成に係る整理・検討-1

現行版 改訂例

運営関係者に対する手引き
（中央事務局策定）

EA21ガイドライン
（環境省策定）

EA21ガイドライン
（環境省策定）

審査及び判定の手引き(Ver. 2.2) 
（中央事務局策定）

要求事項

解説 （趣旨説明）
（要求事項の解説）

具体例

推奨事項

要求事項

解説（趣旨説明）

具体例

解説

判断基準*

具体的アプローチ

運用指針・細則

解説（要求事項の解説）

判断基準

具体的アプローチ

運用指針・細則

主に審査人・地
域事務局が

利用する内容や、
要求事項の詳
細説明は、運営
関係者に対する
手引きに移行

事業者向けに
平易化

•事業者にとっ
ての必要事項
が分かりやす
い＝取り組み
やすい

•事業者の負担
減につながる

• より詳細な
内容を求める
事業者には物
足りない

•審査人の負担
増の可能性

*判断基準：
1.審査人・地域事務局向け手続き
及びルール

2.認証対象組織に関する要件
3. 要求事項の各項目に係る解説

等

推奨事項
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要求事項 1・・・

討議事項3：
ガイドラインの内容の構成に係る整理・検討-2

要求事項 ・・・

解説（要求事項の解説）

推奨事項

具体例

要求事項

趣旨説明

●従業員への周知方法の例‐1

要求事項・趣旨説明ページ
（説明は箇条書き等により、簡略化）

具体例ページ
（図表の使用等により、分かりやすく）

朝礼での周知

1.
・
・
・

2.
・
・
・

解説（趣旨説明）

具体例

事業者向けに特化し、「要求
事項・趣旨説明」と「具体例」
「メリット」を、見開き1ページの
左右に振り分けてまとめる

現行版

改訂版（例）

5

推奨事項



討議事項3：
ガイドラインの内容の構成に係る整理・検討-3
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現行版 改訂版（例）



討議事項3：
ガイドラインの内容の構成に係る整理・検討-4

7初級 中級 上級

要求事項（マネジメントシステム）または
具体的な環境の取組（環境パフォーマンス）に係る内容

具体例


